
22.  ８.  １５

河川に流れ込む
生活排水

　

○障
 

（
都
の
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度
）
は
、
下
表
の
所
得
制

限
基
準
額
を
基
に
、
所
得
の
判
定

を
行
い
、
現
在
受
給
し
て
い
る
方

に
９
月
１
日
か
ら
利
用
で
き
る
○障
 

を
８
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
（
所

得
超
過
の
方
な
ど
を
除
く
）。

　

現
在
○障
 

を
お
持
ち
で
な
い
方
で

受
給
資
格
が
生
じ
た
方
は
、
障
害

福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
に
は
、
健
康

保
険
証
、
認
め
印
（
ス
タ
ン
プ
式

を
除
く
）、身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
愛
の
手
帳
、
今
年
１
月
２
日
以

降
に
市
内
に
転
入
し
た
方
は　

年
２２

度
住
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証
明

書
が
必
要
で
す
。
申
請
が
な
い
場

合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　

○障
 

は
所
得
や
住
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
り
、
医
療
機
関
で
の
自
己

負
担
（
保
険
診
療
分
）
が
１
割
ま

た
は
「
０
（
ゼ
ロ
）」
に
な
る
制
度

で
す
。
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付
加
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

　

国
民
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎

年
金
に
上
乗
せ
し
て
給
付
を
受

け
ら
れ
る
付
加
年
金
が
あ
り
ま

す
。
定
額
保
険
料
（　

年
度
は

２２

１
万
５
１
０
０
円
）
に
、
４
０

０
円
の
付
加
保
険
料
を
加
え
て

納
付
す
る
と
、
受
給
額
は
２
０

０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
例
え

ば
付
加
保
険
料
を　

カ
月
納
付

１０

す
る
と
２
０
０
円
×　

カ
月
＝

１０

２
０
０
０
円
（
年
額
）
が
付
加

年
金
と
し
て
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
付
加
保
険
料
は
国
民

年
金
第
一
号
被
保
険
者
（
保
険

料
の
免
除
を
受
け
て
い
る
方
、

お
よ
び
国
民
年
金
基
金
加
入
者

の
方
を
除
く
）
の
方
の
み
、
申

し
込
み
が
で
き
ま
す
。
付
加
保

険
料
の
み
の
納
付
は
で
き
ま
せ

ん
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
申
し

込
み
を
し
た
月
分
か
ら
と
な
り

ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
早
め

に
市
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１

階
）
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
、
武
蔵
野
年
金
事

務
所
緯
０
４
２
２
・　

・
１
４

５６

１
１
、
ま
た
は
市
保
険
年
金
課

緯
４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

　

○障
 

の
対
象
者
は
、
各
種
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
、
①
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
、
内
部
障
害

の
３
級
②
愛
の
手
帳
１
・
２
度
の

方
で
す（
所
得
制
限
あ
り
）。
な
お
、

　

歳
以
上
で
初
め
て
①
②
に
該
当

６５す
る
こ
と
に
な
っ
た
方
、
生
活
保

護
世
帯
に
属
す
る
方
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
住
民
税
が

課
税
の
方
、
○乳
 

（
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
）
を
受
給
し
て
い
る
方
、

小
・
中
学
生
の
障
害
者
で
○子
 

（
義

務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

度
）
を
お
持
ち
の
方
は
、
受
給
で

き
ま
せ
ん
。

　

※
○乳
 

が
消
滅
し
た
方
は
、
○障
 

を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
障
害

福
祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

　

○子
 

を
お
持
ち
の
方
で
非
課
税
世

帯
の
場
合
に
は
、
○障
 

の
方
が
有
利

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
子
育
て
支

　

８
月　

日
（
月
）
か
ら
都
営
住

１６

宅
の
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
高
齢
者
集

合
住
宅
）
へ
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。

　
【
募
集
住
戸
】
次
の
通
り

●
単
身
者
向
け

　

柳
窪
三
丁
目
＝
１
戸（
１
Ｄ
Ｋ
）

▼
中
央
町
一
丁
目
＝
２
戸
（
１
Ｄ

Ｋ
）▼
中
央
町
二
丁
目
＝
３
戸（
１

Ｄ
Ｋ
）▼
幸
町
一
丁
目
＝
１
戸（
１

Ｄ
Ｋ
）

●
二
人
世
帯
向
け

　

幸
町
一
丁
目
＝
１
戸（
２
Ｄ
Ｋ
）

　
【
申
込
資
格
】
次
の
通
り

●
単
身
者
向
け

　

①　

歳
以
上
の
単
身
者
②
市
内

６５

に
３
年
以
上
居
住
③
所
得
が
基
準

額
内
（
２
５
６
万
８
０
０
０
円
ま

で
）
④
住
宅
に
困
っ
て
い
る
⑤
暴

力
団
員
で
な
い

●
二
人
世
帯
向
け

　

①
申
込
者
が　

歳
以
上
②
市
内

６５

に
３
年
以
上
居
住
③　

歳
以
上
の

６５

同
居
親
族
が
い
る
（
配
偶
者
の
場

合
は
お
お
む
ね　

歳
以
上
）
④
世

６０

帯
の
合
計
所
得
が
基
準
額
内
（
２

９
４
万
８
０
０
０
円
ま
で
）
⑤
住

宅
に
困
っ
て
い
る
⑥
暴
力
団
員
で

な
い

　
【
募
集
案
内
の
配
布
な
ど
】８
月

　

日
（
月
）
～　

日
（
金
）
に
、

１６

２０

都
市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各

連
絡
所
で
配
布
し
ま
す

　

申
し
込
み
は
８
月　

日
（
水
）

２５

ま
で
に
（
必
着
）、
募
集
案
内
に
折

り
込
み
の
申
込
書
・
申
込
封
筒（
宛

先
不
要
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
〒
２
０
３
倆
８
５
５
５
、
市

役
所
都
市
計
画
課
あ
て
郵
送
を
。

　

※
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
計
画
調
整
担
当

緯
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

　

浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
て
も
、

洗
濯
や
流
し
な
ど
の
排
水
や
汚
水

は
直
接
河
川
に
流
れ
込
み
、
汚
濁

の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
る
場
合

は
、
遅
滞
な
く
公
共
下
水
道
に
接

続
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
く
み
取

り
便
所
は
、
水
洗
ト
イ
レ
に
改
造

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、「
水
と
緑
と
ふ
れ
あ
い

の
ま
ち
供
東
久
留
米
僑」
を
、
市
政

の
基
本
構
想
と
し
て
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。
早
急
に
公
共

下
水
道
へ
の
切
り
替
え
を
行
う
よ

う
、
お
願
い
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】公
共
下
水
道
へ
の
切

り
替
え
工
事
は
、「
東
久
留
米
市
指

定
下
水
道
工
事
店
」
で
な
け
れ
ば

行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
施
設
管
理
課
下
水
道

施
設
係
緯
４
７
０
・
７
７
５
９
へ
。

援
課
助
成
係
（
市
役
所
２
階
、
緯

４
７
０
・
７
７
３
６
）
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
管
理
係

緯
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

難
病
者
福
祉
手
当

　

市
で
は
、
難
病
に
か
か
っ
て
い

る
方
を
対
象
に
、
難
病
者
福
祉
手

当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
対
象
は
、
都
で
実
施
し
て

い
る
難
病
医
療
費
等
助
成
制
度
の

対
象
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
在
宅

の
方
で
、所
得
制
限
限
度
額
内（
上

表
参
照
）
に
該
当
す
る
方
で
す
。

手
当
額
は
月
額
５
０
０
０
円
で
、

支
給
月
は
６
月
・
９
月
・　

月
・

１２

３
月
の
年
４
回
で
す
。
た
だ
し
、

「
児
童
育
成
手
当
の
障
害
手
当
」

「
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
」「
障
害

者
福
祉
手
当
」
を
受
給
し
て
い
る

方
と
施
設
入
所
の
方
は
、
手
当
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
申

請
は
障
害
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）

で
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
現
在

受
給
中
の
方
は
、
手
続
き
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
地
域
支
援
係
緯

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。　

　

広
報
７
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
市
制
施
行　

周
年
記
念

４０

「
ふ
れ
あ
い
イ
ベ
ン
ト
ラ
リ
ー
」

の
当
市
に
お
け
る
対
象
イ
ベ
ン
ト

「
滝
山
・
前
沢
み
ん
な
の
夏
祭
り
」

が
８
月　

日
（
土
）、　

日
（
日
）

２８

２９

に
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

ス
タ
ン
プ
を
押
す
場
所
と
し
て
、

夏
祭
り
実
行
委
員
会
本
部
テ
ン
ト

そ
ば
（
西
武
バ
ス
「
団
地
セ
ン
タ

ー
」
バ
ス
停
付
近
）
に
専
用
ブ
ー

ス
を
設
置
し
ま
す
。

　

対
象
イ
ベ
ン
ト
は
、
ほ
か
に
も

東
久
留
米
市
の
「
市
民
み
ん
な
の

ま
つ
り
」（　

月　

日
〈
土
〉・　

１１

１３

１４

日
〈
日
〉）、
清
瀬
市
の
「
ひ
ま
わ

り
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」（
８
月　

日
２１

〈
土
〉
～
９
月
５
日
〈
日
〉）、
武

蔵
村
山
市
の
「
観
光
納
涼
花
火
大

会
」（
８
月　

日
〈
土
〉）
な
ど
が

２１

あ
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

　
【
ス
タ
ン
プ
受
付
時
間
】午
後
４

時
半
～
８
時
半

　
【
ス
タ
ン
プ
台
紙
配
布
場
所
】夏

祭
り
会
場
内
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
専

用
ブ
ー
ス
、
東
久
留
米
駅
西
口
２

階
の
市
情
報
ス
タ
ン
ド
、
市
役
所

１
階
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
脇
チ
ラ
シ

ス
タ
ン
ド
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー
ほ

か

　

※
台
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　
【
ル
ー
ル
】
東
久
留
米
市
、
福
生

市
、
狛
江
市
、
清
瀬
市
、
武
蔵
村

山
市
の
対
象
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

て
、
会
場
で
ス
タ

ン
プ
を
押
し
ま
す
。

３
つ
以
上
の
イ
ベ

ン
ト
に
参
加
し
た

方
に
は
、
参
加
賞

（
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
３
枚
セ
ッ

ト
）
を
差
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に

抽
選
で
各
市
の
特
産
品
な
ど
の
詰

め
合
わ
せ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

　

詳
し
く
は
企
画
調
整
課
緯
４
７

０
・
７
７
０
２
へ
。

ふ
れ
あ
い
イ
ベ
ン
ト
ラ
リ
ー
対
象
イ
ベ
ン
ト

滝
山
・
前
沢
み
ん
な
の
夏
祭
り

（
滝
山
団
地
自
治
会
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

東
久
留
米
ふ
れ
あ
い
の
街
主
催
）

　
【
日
時
】
８
月　

日
（
土
）・　

２８

２９

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
後
４
時

半
～
８
時
半

　
【
会
場
】滝
山
中
央
通
り
と
周
辺

地
域

　

※
当
日
は
一
部
交
通
規
制
を
実

施
し
ま
す
。
車
で
の
来
場
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
横
井
緯
４
７
６
・
１

５
４
８
へ
。

　

２
０
１
０
東
久
留
米
市
平
和
事

業
「
平
和
の
千
羽
鶴
」
制
作
に
多

く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
を

頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
皆
さ
ん
の
平
和
へ
の
願
い
を

込
め
た
折
り
鶴
を
千
羽
鶴
に
し
て
、

市
長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
、

原
爆
被
爆
地
で
あ
る
広
島
市
と
長

崎
市
に
届
け
ま
し
た
。

　

来
年
度
も
実
施
す
る
予
定
で
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
企
画
経
営
室
総
務
課

庶
務
担
当
緯
４
７
０
・
７
７
１
４

へ
。

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
時
間
】
週
２
～
３
日
、
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時　

分
１５

　
【
報
酬
】当
市
規
程
に
よ
る
報
酬

を
支
給
（
交
通
費
相
当
額
を
別
途

支
給
）

　
【
応
募
資
格
】保
健
師
の
資
格
を

有
す
る
方
。
年
齢
不
問

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　

申
し
込
み
は
、
履
歴
書
（
顔
写

真
添
付
）
と
資
格
証
明
書
の
写
し

を
直
接
職
員
課
（
市
役
所
４
階
）

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
書
類
選

考
後
、
面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
給
与
福
利
担
当

緯
４
７
０
・
７
７
１
６
へ
。

　８月３１日（火）は、市・都民税第２期、
国民健康保険税第２期、後期高齢者医療保
険料第２期の納期限です。最寄りの金融機
関・ゆうちょ銀行（郵便局）でお納めくだ
さい。
　詳しくは納税課緯４７０・７７２９へ。

　国・都・市などの行政機関やＪＲ・ＮＴＴなどの公共性
の高い法人、公的行政機関から委任され補助金を受けてい
る法人などについて、苦情や意見・要望はありませんか。
そのようなときは、「行政相談委員」が相談に応じます。
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者で、
身近なところで活躍しています。相談費用は、無料です。
　【開設日時】８月２７日（金）午後１時半～４時
　【開設場所】ザ・プライス滝山店（滝山四丁目）北側入り
口
　【行政相談委員】小山正勝氏（小山、緯４７１・３９５５）、篠宮
松美氏（南町、緯４６５・１８３９）、岡部佳子氏（幸町、緯４７４・
０３７９）
　詳しくは生活文化課人権・市民相談担当緯４７０・７７７７へ。
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　※本人所得。ただし、碓障 をお持ちで２０歳未満の方
は、国民健康保険法の世帯主か社会保険の被保険者
の所得（本人が国民健康保険法の世帯主か社会保険
の被保険者であれば２０歳未満でも本人所得）。

碓障 と難病者福祉手当の
所得制限基準額

所得額扶養親族等の人数

３６０万４,０００円０人

３９８万４,０００円１人

４３６万４,０００円２人

４７４万４,０００円３人

５１２万４,０００円４人

５５０万４,０００円５人

公
共
下
水
道
へ
の
切
り

替
え
は
お
済
み
で
す
か

都営住宅入居者募集
（シルバーピア）
地元募集

広島市と長崎市に届けられた「平和の千羽鶴」
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ご協力ありがとご協力ありがとうう
ございましございましたた
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